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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年８月２７日 １０時００分ごろ 

発生場所 滋賀県長浜市二本松水泳場東方沖（琵琶湖北部） 

 峯山二等三角点から真方位１０８°１,２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２７.５′ 東経１３６°０６.４′） 

事故の概要  水上オートバイMidnight
ミ ッ ド ナ イ ト

Angel
エンジェル

は、遊走中、また、水上オートバイ

盟斗
め い と

は、遊走中、両船が衝突した。 

 MidnightAngel は、同乗者１人が負傷し、船首船底部のキールに亀

裂を生じ、また、盟斗は、船長が負傷し、右舷側面部の割損等を生じ

た。 

事故調査の経過  令和５年９月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ MidnightAngel、０.２トン 

   ２４０－６７９４６愛知、有限会社フリップ 

   ２.９９ｍ（Lr）×１.２２ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１９３.０kＷ、平成３０年４月 

Ｂ 水上オートバイ 盟斗、０.１トン 

   ２４０－６３２８６愛知、有限会社フリップ 

   ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２１３.０kＷ、平成２３年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成３０年６月１日 

    免許証交付日 令和５年７月２０日 

           （令和１０年５月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ３８歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成３１年４月１５日 

    免許証交付日 平成３１年４月１５日 

           （令和６年４月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（同乗者） 



- 2 - 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部のキールに亀裂 

Ｂ 右舷側面部に割損及び凹損、操縦ハンドル基部に折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を乗せ、令和５年８月２７日０９時５５分ごろ二本松水泳場

（以下「水泳場」という。）を発進し、水泳場東方沖で遊走してい

た。 

 船長Ａは、水泳場に向けて西北西進中の別の知人が操船する水上 

オートバイ（以下「Ｃ船」という。）の左舷方を約４０km/h の速力

（対地速力、以下同じ。）で並走していた際、Ｃ船が水泳場に戻ろう

と減速したので、水泳場東方沖２０ｍ付近で右旋回してＣ船の前路で

Ｕターンし、沖合で遊走を続けることとした。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船がＣ船の前路でＵターンするときの状況 

        （イメージ） 

 

 船長Ａは、Ｃ船及び水泳場付近の湖面に浮いていた多数のアンカー

ロープに意識を向けながらＵターンを終えたとき、正船首方５０～ 

６０ｍ付近に水泳場に向けて西北西進中の別の水上オートバイ（以下

「Ｄ船」という。）を認めた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ａ船がＵターンを終えたときの状況（イメージ） 

 

 船長Ａは、Ｄ船を回避しようと思い左転して速力を約５０km/h に

Ｄ船 

水
泳
場 

Ｃ船 
Ａ船 

Ｃ船 

Ａ船 

Ｄ船 

アンカーロープの浮いていた水域 
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増速した際、左舷船首方至近にＢ船を認め、衝撃を和らげようと思い

右転した直後、１０時００分ごろＡ船の船首部とＢ船の右舷側面部と

が衝突した。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 衝突時の状況（イメージ） 

 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船に続いて水泳場を発進し、

水泳場東方沖で遊走していた。 

 船長Ｂは、約４０km/h の速力で水泳場付近から東南東進していた

際、右舷船首方に水泳場に向けて航行しているＣ船及びＤ船を認め、

約１０km/h に減速してＣ船及びＤ船の動向を見ていたところ、Ｃ船

の更に右舷方を航行していたＡ船が右旋回し始めたことに気付いた。 

 船長Ｂは、Ｂ船とＣ船との距離が約１０ｍだったので、Ａ船が、Ｂ

船とＣ船の間を通過していくのではなく、Ｂ船の船尾方を大きく旋回

するのだろうと思っていたところ、急旋回してＢ船の方に接近してき

てどうすることもできず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 船長Ｂが危険を感じたときの状況（イメージ） 

 

 船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは衝突時に落水し、同乗者Ａは近くを

遊走していた別の水上オートバイに救助され、船長ＢはＣ船に救助さ

れて水泳場に戻った。 

 船長Ａは、Ａ船に乗ってＢ船を湖岸にえい
．．

航した。 

 湖岸にいた船長Ａの知人は、負傷者がいることに気付き、１１９番

通報して救急車を要請した。 

Ａ船 

Ｂ船 

Ｄ船 

Ｃ船 

Ａ船 

Ｂ船 

Ｃ船 Ｄ船 



- 4 - 

 同乗者Ａ及び船長Ｂは、救急車により病院に搬送され、同乗者Ａは

右膝打撲、船長Ｂは右鎖骨骨折及び右腸骨骨折とそれぞれ診断を受け

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船の同型船、写真２ Ｂ

船 参照） 

 その他の事項  船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは、約３０人でバーベキューをした

り、遊走したりする目的で水泳場に来ていた。 

 船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用して

いた。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、滋賀県琵琶湖等水上安全条例（昭和３０年 

１２月２３日滋賀県条例第５５号）に規定されている水上オートバイ

を操船しようとする者に対する講習を知らず、同講習を受けていな 

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、水泳場東方沖において遊走中、船長Ａが、減速したＣ船の

前路でＵターンしようと思い、Ｃ船及び湖面に浮いていたアンカー 

ロープに意識を向けながら右旋回したことから、Ｃ船の右舷船尾方か

ら西北西進してくるＤ船、及び、Ｃ船の右舷方で東南東進していたＢ

船に気付くのが遅れ、Ｕターンを終えたときに船首方に認めたＤ船を

回避しようと左転して増速し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、水泳場東方沖において遊走中、船長Ｂが、Ｃ船の更に右舷

方を航行していたＡ船が右旋回し始めたことに気付いたが、Ｂ船とＣ

船との距離が約１０ｍであり、Ｂ船の船尾方を旋回していくと思って

いたことから、Ａ船が急旋回してＢ船に接近してきたがどうすること

もできず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、水泳場東方沖において、Ａ船が遊走中、Ｂ船が遊走中、

船長Ａが、減速したＣ船の前路でＵターンしようと思い、Ｃ船及び湖

面に浮いていたアンカーロープに意識を向けながら右旋回し、また、

船長Ｂが、Ｃ船の更に右舷方を航行していたＡ船が右旋回し始めたこ

とに気付いたが、Ｂ船の船尾方を旋回していくと思っていたため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、旋回する際、特定の方向に意識を向け

ず、周囲の状況を十分確認すること。 

 ・水上オートバイの船長は、複数の水上オートバイと遊走する場

合、他の水上オートバイが急旋回するなどして接近する可能性が
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あることも考慮して、より安全な距離を確保して航行すること。 

 ・琵琶湖で水上オートバイを操船しようとする者は、滋賀県琵琶湖

等水上安全条例に規定されている講習を受けること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和５年８月２７日 

 １０時００分ごろ発生） 

 

長浜市 

水泳場 

× 

峯山二等三角点 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 

滋賀県 

京都府 

琵琶湖 
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写真１ Ａ船の同型船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 


